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１ 件 名 北長瀬未来ふれあい総合公園を管理・運営する候補者が決定しました 

 

２ 趣 旨 

北長瀬未来ふれあい総合公園は「人々が関わることで育まれる都市の森」をコンセプ

トに、魅力と緑あふれる公園を目指し整備を進めています。 

本公園は、民間事業者が有するノウハウやアイデアを活用して賑わい創出を図り、効

率的・効果的な管理・運営をするため、指定管理者制度に加え、岡山市では初めてパー

ク PFI 制度を導入して事業者を公募し、この度候補者が決定しました。 

 

３ 候補者 

   候補者名  北長瀬未来ふれあいパートナーズ 

代表構成員 ・大和リース株式会社 岡山支店 

         構 成 員 ・一般社団法人ファジアーノ岡山スポーツクラブ 

               ・株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ 

               ・一般社団法人北長瀬エリアマネジメント 

   事業期間  令和５年４月１日～令和２５年３月３１日（２０年間） 

 

４ 主な事業内容 

(１)パーク PFI 

【公募対象公園施設（民間事業者が提案により設置・運営する収益施設）】 

・みはらしプラザにランニングステーション、ピラティスの提供スペース、環境

をテーマにした企画スペース、会議・イベント・市民活動等に貸し出すシェア

スペースを設置 

・岡山ドームにスポーツ関連商品や飲料等を販売するミニショップを設置 

 ・園地内にカフェ、ベーカリー、アウトドアショップを建設 

【特定公園施設（市が整備を求める公共施設）】 

    ・既設トイレのリニューアル、健康器具の設置、パーゴラの設置、遊具の設置等 

パーク PFI 制度とは…公募により選定された民間事業者が、都市公園にカフェ等の公園施設（公募対象公園施設）

を設置するとともに、市が指定する公園施設（特定公園施設）を事業者が費用負担して整備することを条件に、都

市公園法の特例措置（20 年の事業期間、10％の建ぺい率上乗せ等）を事業者にインセンティブとして適用する

仕組。事業者は、公募対象公園施設と特定公園施設を先行して整備し、20 年の事業期間で回収する。 



 

 

 

(２)指定管理 

プレーパークの提供、卓球教室やバスケット教室の実施、近隣の企業やブラン

チ岡山北長瀬と連携したイベントの開催、防災訓練の開催など、多様なテーマの

自主事業を実施 

 

５ 今後の予定 

  １１月定例市議会において指定管理者の指定の議決後、候補者と協議の上、公募設置

等計画の認定及び協定の締結を行い、令和 5 年４月１日から管理運営を行います。 

  なお、候補者が提案したカフェ、ベーカリー及びアウトドアショップは、令和６年４

月の供用開始を予定しており、その他の施設は令和５年４月１日の供用開始を予定して

います。 

 

 

 施設配置計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
テナント計画については事業者との調整などにより変更となる場合があります 




